
令和５年度 運営方針
★ 毎月、第３日曜日・前日土曜日は団員・育成会・指導者の休養日とする。
（但し、県協会が案内する大会・行事、七つの活動、市町村の行事、2・3月を除く。）

　平成２６年度まで各団の自主的な休みをお願いしてきましたが、変わらず対外試合も減
らさず休みを取らない団が多くあったために、平成２７年度から強制的に休みを定めて、
育成会（保護者）の負担軽減に取り組んでいます。

※大会において試合放棄・虚偽の選手登録等のあったチームや大会参加心得・運営方針に
従わないチームの監督は、今後、県連絡協議会が主催する大会へ参加できない。


